
各法人で課題となっている人出不足の解決策を探るため、集落営農法人人材確保対策研修会

を8月24日(月)大分農業文化公園で大分県との共催で開催しました。

県の調査でも、「人材が足りない」と回答している法人は66%存在し、現在確保しているオペレー

ターの71%が60歳以上という現実があります。一方で、「後継者の確保対策をしてますか」の質問に

は82%の法人が「特にしていない」との回答となっています。今年度に入って人手不足などにより3法

人が解散をしている状況の中、人材確保対策は今から具体的な行動を起こしていく必要がある課題

でした。

研修会では、2つの事例報告がされ、会場からは時間いっぱいまで質問がされました。

< 事例発表 1 >

『島根における集落営農の取り組みと人材確保に向けた事例等』

(公財)  しまね農業振興公社 就農促進課 コーディネーター 永岡佳訓 氏

新型コロナウイルス蔓延防止のために延期されていた令和元年度大分県集落営農法人会定期総会の続会を、8月6日(木)に

開催し、三役(会長・副会長・会計)を選任しました。

新役員は下記の方となりました。

１．定期総会・続会の終了 新役員(会長・副会長・会計)の紹介

２．人材確保対策研修会 ～法人役員・関係機関約130名が聴講～

３． 大型特殊免許(農耕限定)取得に向けた講習会の実施要領 ～募集は別途案内～

特 ダ ネ

＜(農)新庄農地利用組合＞

会 長 (農)みやお 会 長 佐藤 勇夫 氏 (豊後大野地区)

副会長 (農)南高瀬営農組合 代表理事 坪根 弘宜 氏 (中津地区)

会 計 (農)大肥郷ふるさと農業振興会 代表理事 原田 文利 氏 (日田地区)

加工グループ「麦の穂」 カフェでの地元バンド活動
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明日に向かって
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令和元年度 大分県集落営農法人会定期総会・続会が終了 会長・副会長は再選

島根県では、持続可能な仕組みづくりが必要であるとの認識から、 ①集落営農だけでなく地域を支える人材の確保 ②複数組

織での連携、広域エリアでの仕組みづくり ③人材を(集落内)(地区内)(地区外)から確保する 等と、あらゆる視点で地域にあった

方策を模索していました。

集落内から人材確保する事例では、(農)まめなかファーム新田後の事例として、1世帯複数組合員制を導入したり、農作業オペ

レーターは若者中心の体制に移行するなどの工夫が紹介されました。

地区外から人材確保する事例では、(農)橋波アグリサンシャインのようにUターン希望者を探し出し、「お試し体験」を通じて従業員

として就農してもらった例や、えーひだカンパニー株式会社、(株)未来サポートさだのように、地域おこし協力隊の赴任をきっかけに地域

に溶け込めるよう地域の人々との交流機会を設けることにより定住を決めてもらった。等の事例紹介がありました。

特に、若い世代を定着させるためには孤立させない工夫が必要との事で「雇用の場合は同時に2人以上雇っています。(株)岡農

産」は、世代間ギャップをうまく解消する事例として参考になったといえます。

< 事例発表 2 >

『(株)らいむ工房の人材確保・育成の取り組み』

(株)らいむ工房 代表取締役 佐藤司 氏

県内事例として、(株)らいむ工房から事例報告があり、『経営の見える化』『働き方改革』の具体的実施事項が紹介されました。



作業機付トラクター等の公道走行の規制緩和により大型特殊免許の需要が高まっていますが、現状では講習会の受講が難しい

状況でした。このため、ＪＡグループ大分は大分県等と協力し、大型特殊（農耕車限定）免許の取得拡大を図るため、講習会並

びに検定試験を実施します。

去る7月28日からの試行実施を踏まえ、今後、毎年JAグループ大分主催で開催することとし、今年度は第2回目として令和3年1

月21日（木）から4日間の日程で講習会を開催、1月27日（水）に検定試験を実施することとしました。

開催要領は下記のとおりとなっていますが、いずれにしても定員は限られていますので、募集案内は別途決定して案内することとして

います。

大型特殊免許(農耕限定)取得に向けた講習会の実施要領 ～募集はJA等を通じて別途案内～

大型特殊（農耕車限定）免許取得講習会開催要領

１．開催目的

作業機付トラクター等の公道走行の規制緩和により、車両倉庫から圃場間等の公道走行を可能とする基準緩和が行われ

生産性向上に期待されますが、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7 ｍ、

幅 1.7 ｍ、高さ 2.0 ｍ （安全キャブや安全フレームの高さ 2.8m 以下）を超える公道走行には大型特殊免許が必要となりま

す。

このため、ＪＡグループ大分は大分県等と協力し、大型特殊（農耕用限）の取得拡大を図るため、講習会並びに検定試験

を開催します。

２．主催・後援

主 催 ： ＪＡグループ大分（事務局：ＪＡ大分中央会）

後 援 ： 大分県（安全農業班、農大）、大分県農作業安全推進協議会

３．令和２年度講習・検定試験日時及び募集定員

【第２回目】

講習日：令和3年1月21日（木）～22日（金）、1月25日（月）～26日（火）の4日間

講習時間：9：00～12：00、13：00～16：00の6時間

検定試験日：1月27日（水）

募集定員：15名

４．講習会並びに検定試験会場

大分県立農業大学校機械化センター（豊後大野市三重町赤嶺）

５．講習費用

（１）参加料

講習初日に開催にかかる実費として7,000円を現金にて徴収する。

（２）試験料

2,600円（県警に納入）※講習初日に参加料と合わせて現金にて徴収する。

６．事務局

ＪＡ大分中央会 担い手支援部 (県域担い手サポートセンター)  ☎097-574-8972

７．受講者の募集方法

（１）受講者の募集は、本会が県下の農業協同組合等を通じて行う。

（２）受講を希望する者は、以下のすべてを満たすことを要件とする。

①検定試験日時点で６５歳未満であること。

②免許証記載住所地（免許証裏書き可）が大分県内であること。

③適正試験（視力：両目で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、聴力：日常会話を問題なく聞き取れる等）の基準を

満たしていること。

（３）大分県立農業大学校が主催する講習会の不合格者は、本講習会の受講を認めない。

（４）募集定員を上回る申込みがあった場合、本会が抽選を行い受講者の決定を行う。

以下省略



ご案内 JAグループの圃場管理システム



お近くのJA 又は、JA全農おおいた営農対策課

０９７－５３５－７０４１※法人会の令和２年度スマート農業助成金の対象となります。

(1法人当たり5,000円の助成)
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